
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  証券会社に貸付けた上場株式等の取得価額等 

Ｑ：特定口座内にある上場株式等を証券会

社に貸し付けていましたが、このたび返還さ

れたので、特定口座に預け入れようと思って

います。この上場株式等の取得価額・取得日

は、どうなりますか？ 

Ａ：証券会社に貸し付けた時に特定口座で管

理されていた取得価額・取得日となります。 

【解説】 

 平成17年の改正により特定口座に受入れる

ことができる上場株式等の範囲に、貸付契約

に基づいて返還された上場株式等で一定のも

のが追加されました。 

 今回の措置により、貸付契約に基づき返還

された上場株式等を特定口座に受入れされる

場合、その上場株式等の取得価額・取得日は 

次の理由から証券会社に貸し付けた時に特定

口座で管理されていた取得価額・取得日とな

ります。 

①その特定口座への受入れは、貸し付けた上

場株式等と同種・同等の上場株式等の返還で

あるとの実態から、その貸付及び返還に際し

特段の課税関係が生ずるものではないこと。 

②返還された上場株式等が特定口座に受入れ

られなかった場合は、返還されたときに一旦

特定口座に受入れられたものと、その受入後

直ちに特定口座からの払い出しがあったもの

とそれぞれみなして、総平均法に準ずる方法

による取得価額の付け替えを行うこととされ

ていることから、この場合、受入れたものと

みなされる場合の取得価額及び取得日は当然

に証券会社に貸し付けた時に特定口座で管理

されていた取得価額・取得日となること。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００5 年）平成１７年 月 日 火曜日   ０１    
 

４

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

２ 8 7 8  

 

号 


